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広島市告示第３５０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので，同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社おは
つ

居宅介護支援
事業所おはつ

広島市東区光
町二丁目１４
番９号第３寺
岡ビル１階

居宅介護支援

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

しあわせづく
り株式会社

しあわせづく
り訪問介護

広島市安佐南
区西原三丁目
１１番１号

訪問介護

株式会社Ｓ・
Ⅴ・Ｎ

訪 問 看 護 ス
テーションみ
なみ

広島市南区宇
品御幸二丁目
４番７号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

合同会社カー
ム

訪 問 看 護 ス
テ ー シ ョ ン
カーム

広島市西区井
口一丁目１番
１号向陽ハイ
ツ１０３号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

社会福祉法人
あと会

高陽・くにく
さ訪問看護ス
テーション

広島市安佐北
区落合南一丁
目１１番１６
－１０１号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

医療法人社団
飛翔会

デイサービス
センターケア
ウイング曙

広島市東区
五丁目３番３
２号

通所介護

告 示
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　指定年月日　令和３年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和３年７月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，教育委員会安佐南地区学校事務センターの事務の一

部委任を次のとおり解除したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任の解除を受けた物品出納員

　　教育委員会安佐南地区学校事務センター　管理係長　前野　

由美

２　解除した事務

　　教育委員会安佐南地区学校事務センターにおける物品の出納

保管に関する事務

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人好縁
会

ふれあいケア
２４西原

広島市安佐南
区西原八丁目
３３番３号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

株式会社ケア
２１

グループホー
ムたのしい家
安佐南

広島市安佐南
区園六丁目
１２番３１号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

しあわせづく
り株式会社

しあわせづく
り訪問介護

広島市安佐南
区西原三丁目
１１番１号

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

合同会社タイ
ズ

訪問介護事業
所　タイズ

安芸郡海田町
畝二丁目１２
番９号第１唯
間ビル２０２
号

訪問介護サービ
ス，生活援助特
化型訪問サービ
ス

医療法人社団
飛翔会

デイサービス
センターケア
ウイング曙

広島市東区
五丁目３番３
２号

１日型デイサー
ピス

社会福祉法人
慈楽福祉会

デイサービス
センターれん
げ

広島市安芸区
中野三丁目９
番６号

短 時 間 型 デ イ
サービス

３　解除年月日

　　令和３年６月５日



広島市告示第３５５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フレスポ西風新都

　　所在地　広島市安佐南区伴南四丁目８０１０番６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　大和リース株式会社

　　代表取締役社長　北　哲弥

　　大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号

　　株式会社ホンダ四輪販売西中国

　　代表取締役　寺田　敏彦

　　広島市南区大州一丁目４番３８号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年６月３０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月２日から同年１１月２日まで。ただし，広島

市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１

条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先
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　　提出期限　令和３年１１月２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３５６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３５７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３５８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し，告示した次の文書については，令和３

年８月３１日をもって，印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３５９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

ポイント手帳交付通
知書

令和２年７月８日
広島市告示第３３８号

市長印

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３６０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療挟助のための施術者　略



広島市告示第３６１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ８ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，健康福祉局看護専門学校の事務の一部を次のとおり

委任させましたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた物品出納員

　　健康福祉局看護専門学校総務課

　　主幹（事）主任　西村　洋

２　委任した事務

　　健康福祉局看護専門学校における物品の出納保管に関する事

務

３　委任期間

　　令和３年５月２７日からの健康福祉局看護専門学校総務課長

の職務復帰の日まで



広島市告示第３６２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ８ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたの

で告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた出納員

　　健康福祉局看護専門学校総務課

　　主幹（事）主任　西村　洋

２　委任させた事務

文書名
印影を印刷する

公印の名称

ポイント手帳交付通知書
健康福祉局専用
市長印
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　　学力検査料の収納

　　入学料の収納

　　授業料の収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（看護専

門学校の所掌事務に係るものに限る。）の収納

　　修学資金の貸付金の返還金及びこれに係る延滞利子の収納

３　委任年月日

　　令和３年５月２７日

４　委任期間

　　令和３年５月２７日から健康福祉局看護専門学校総務課長の

職務復帰の日まで



広島市告示第３６３号　

令和３年７月１３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　イオンモール広島園

　　所在地　広島市安佐南区園三丁目５４０番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　イオンモール株式会社

　　代表取締役社長　岩村　康次

　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　（変更前）別紙１のとおり

　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１，２のとおり

５　届出年月日

　　令和３年７月９日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月１３日から同年１１月１３日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１１月１３日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第３６４号　

令和３年７月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第３６５号　

令和３年７月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定介護機関　略



広島市告示第３６６号　

令和３年７月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　
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

広島市告示第３６７号　

令和３年７月１４日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３６８号　

令和３年７月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ船越

　　所在地　広島市安芸区船越南三丁目２３４８番２０　外

２　大規模小売店舗を設置する者

　　中国ジェイアールバス株式会社

　　代表取締役社長　酒井　俊臣

　　広島市南区京橋町２番２４号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年７月１４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

文書名
印影を印刷する

公印の名称

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の
規定に違反することによる指導書
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の
規定に違反することによる禁止命令書

環境局専用市長
印

　　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　　広島市安芸区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月１５日から同年１１月１５日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１１月１５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３６９号　

令和３年７月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　アルパーク北棟

　　所在地　広島市西区草津南四丁目２００３番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　三井不動産株式会社

　　代表取締役　菰田　正信

　　東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　略

４　変更年月日

　　令和３年３月３１日

５　届出年月日

　　令和３年７月１４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

名称 所在地 指定年月日

デイサービスこころ
広島市安芸区矢野西四丁
目３０番１８号

平成１６年９
月１日
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　　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月１５日から同年１１月１５日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１１月１５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第３７０号　

令和３年７月１６日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和３年７月２０日から令和４年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第３７１号　

令和３年７月１６日　

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安芸区瀬野三丁目の１０８１番１，１０８１番５，１

０８１番６，１０８１番７及び１０８３番１

２　開発面積

　　３，５９５．００㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市南区段原日出二丁目２番２２号

　　日東不動産株式会社

　　代表取締役　東　正治

４　検査済証交付年月日

　　令和３年７月１６日



広島市告示第３７２号　

令和３年７月１９日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３７３号　

令和３年７月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年７月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第３７４号　

令和３年７月２０日　

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区 園七丁目の一部

分流

安佐北区 亀山二丁目の一部

汚水を排除

西区 山田町の一部

安佐南区
大町東一丁目及び高取北一
丁目の各一部

安佐北区
上深川町，可部東五丁目，
可部南一丁目，亀山二丁目
及び亀山五丁目の各一部

安芸区 矢野西六丁目の一部

佐伯区
五日市町大字石内及び坪井
二丁目の各一部
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　公共下水道の終末処理場による下水の処理を，次のとおり開始

するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条第２項に

おいて準用する同条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和３年７月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第３７５号　

令和３年７月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和３年７月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第３７６号　

令和３年７月２０日　

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３７条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長　　松　井　一　實　

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

西区 山田町の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
大町東一丁目，高取北一丁
目及び園七丁目の各一部

安佐北区
上深川町，可部東五丁目，
可部南一丁目，亀山二丁目
及び亀山五丁目の各一部

佐伯区
五日市町大字石内及び坪井
二丁目の各一部

安芸区 矢野西六丁目の一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

汚水を排除し，
及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部 戸山農業集落排水処理施設

安佐北区白木町大字秋山の一部 須沢農業集落排水処理施設

別紙　略



広島市告示第３７７号　

令和３年７月２０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ五日市北

　　所在地　広島市佐伯区八幡東二丁目７３３番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　生活協同組合ひろしま

　　代表理事　横山　弘成

　　広島市西区草津港二丁目８番４２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年７月１４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月２０日から同年１１月２０日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の
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日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１１月２０日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３７８号　

令和３年７月２０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ安東

　　所在地　広島市安佐南区安東一丁目２１１２番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　生活協同組合ひろしま

　　代表理事　横山　弘成

　　広島市西区草津港二丁目８番４２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年７月１４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月２０日から同年１１月２０日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１１月２０日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３７９号　

令和３年７月２０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　コープ高陽

　　所在地　広島市安佐北区口田南八丁目２番１６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　生活協同組合ひろしま

　　代表理事　横山　弘成

　　広島市西区草津港二丁目８番４２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

４　変更年月日

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和３年７月１４日
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６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和３年７月２０日から同年１１月２０日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）

第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和３年１１月２０日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３８０号　

令和３年７月２７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３８１号　

令和３年７月２７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第３８２号　

令和３年７月２７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３８３号　

令和３年７月２７日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３８４号　

令和３年７月２８日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和３年８月１日から令和４年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第３８５号　

令和３年７月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８６号　

令和３年７月３０日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す
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る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８７号　

令和３年７月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により，次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８８号　

令和３年７月３０日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３８９号　

令和３年７月３０日　

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第１

９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政課，

東区市民部地域起こし推進課，安佐南区役所農林建設部農林課，

安佐北区役所農林建設部農林課，安芸区役所農林建設部農林課及

び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第１２３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１２４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１２５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１２６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１２７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１２８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車
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等については，６月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１２９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１３２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１３５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　
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次のとおり　略



広島市告示（中区）第１３８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１３９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１４０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，６月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１４４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１４９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第１５１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，７月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第１５２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月８日から同月２２日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第４２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

主　要
地方道

東海田
広島線

東区二葉の里三丁目３番地
１地先から
東区二葉の里三丁目８番地
３地先まで

令和３年７月８
日

市　道
東５区
常盤橋
若草線

東区二葉の里三丁目３番地
１地先から
東区二葉の里三丁目８番地
３地先まで

令和３年７月８
日
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条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第８７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第８９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　青崎駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等について

は，令和３年７月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第９１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　広島駅南口第五駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車

等については，令和３年７月１６日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第９３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ９ 日　

　稲荷町駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につい

ては，令和３年７月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（南区）第９５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第９６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第６５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　



第１０９５号　―１９―令和３年８月３１日 広 島 市 報

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図書は，広島市西区役所建設部維持管理課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

（西区建設部維持管理課）　

別紙図面　略



広島市告示（西区）第６７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第６９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

名称 所在地 供用開始の期日 区域

観音新町第
三公園

広島市西区観音新
町四丁目地内

令和３年７月１
日

別紙図面の
とおり

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第７１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第７０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年６月２８

日及び令和３年６月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月１２日から同月２６日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

県　道
八木緑
井線

安佐南区緑
井五丁目２
０２２番地
３０地先か
ら
安佐南区緑
井五丁目２

旧
10.40

～
11.40

38.60

12.60
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

広島市告示（安佐南区）第７２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ２ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月１２日から同月２６日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第四

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　第４号

２　指定年月日　令和３年７月１５日

３　指定区間　　起点：広島市安佐南区園三丁目５４８－７９

　　　　　　　　終点：広島市安佐南区園三丁目５４８－７９

４　道路延長　　１１６．５９メートル

５　道路幅員　　１０．５１メートル～１６．５５メートル



広島市告示（安佐南区）第７４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第四

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　第３号

２　廃止年月日　令和３年７月１５日

３　廃止する道路の区間　起点：広島市安佐南区園三丁目５４

８－７９の一部

　　　　　　　　　　　　終点：広島市安佐南区園三丁目５４

８－７９の一部

４　廃止する道路の幅員　４．００メートル～１６．５５メートル

５　廃止する道路の延長　１１６．５９メートル

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

県　道
八木緑
井線

安佐南区緑井五丁目２０２
２番地３０地先から
安佐南区緑井五丁目２０２
２番地２８地先まで

令和３年７月１
２日



広島市告示（安佐南区）第７５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年７月１４

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第８号

２　指定年月日　　令和３年７月２０日

３　道路の位置　　広島市安佐南区中筋一丁目の８０９番１の一

部，８１０番の一部及び８０９番１地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．１３メートル

　　　　　　　　　延長　４１．０５メートル



広島市告示（安佐南区）第７７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年６月１日付けで不動産又は不動産に関

する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会につ

いて，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名

　　　氏　名　　濱田　節子

　　　住　所　　広島市安佐南区安東一丁目２４番５号



広島市告示（安佐南区）第７８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第９号

２　指定年月日　　令和３年７月２７日

３　道路の位置　　広島市安佐南区西原五丁目３１０番４の一

０２２番地
２８地先ま
で

新 ～
13.40

38.60
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部，３１０番４地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ～４．４０ｍ

　　　　　　　　　延長　２１．９７ｍ



広島市告示（安佐南区）第７９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ８ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については，令和３年７月２６

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第８０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１０号

２　指定年月日　　令和３年７月２９日

３　道路の位置　　広島市安佐南区西原一丁目２２９４番１の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ

　　　　　　　　　延長　１７．６９ｍ



広島市告示（安佐北区）第６６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第３号

２．指定年月日　　令和３年７月２日

３．道路の位置　　広島市安佐北区三入二丁目５４６番５の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．２７メートル～７．００メートル

　　　　　　　　　延長　３２．５３メートル



広島市告示（安佐北区）第６７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成４年９月７日付けで，不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した河戸自治会（代表者

　吉岡　茂）について，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　区域

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第６８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月１４日から令和３年７月２８日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

旧 新

区域

　この会の区域は，次の通
り定める。
　広島市安佐北区亀山一丁
目１番，２番，４番，６番
（ただし，１番１１号から
１番２４号，２番１号から
２番１２号，４番５号から
４番１４号，６番１号から
６番２号の区域は除く。），
７番から１５番までの全
域，１６番，１７番，１８
番，（ただし，１６番１号
から１６番１６号，１７番
７号から１７番１６号，１
８番１１号から１８番１７
号の区域は除く。），２１番
の全域，２２番，（ただし，
２０番５０号から２２番５
５号の区域は除く。），２３
番の全域。
　広島市安佐北区亀山二丁
目７番，（ただし，７番１
号から７番１４号，７番３
７号から７番６８号の区域
は除く。），１１番から１３
番までの全域，１６番から
３１番までの全域。

　会の区域は，次の通り定
める。
　広島市安佐北区亀山一丁
目全域及び広島市安佐北区
亀山二丁目７番（但し，７
番１号から７番９号，７番
３９号から７番６８号の区
域は除く。），１１番から１
３番までの全域，１５番（但
し，１５番３０号から４２
号の区域は除く。），１６番
から３１番までの全域。

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区高
陽可部
線

安佐北区可
部南五丁目
１７４７番
地３地先か
ら
安佐北区可
部南五丁目
１７４６番
地３地先ま
で

旧
30.00

～
32.10

22.60

新
30.00

～
40.50

安佐北区可
部東二丁目
１０５７番
地１地先か
ら
安佐北区可
部東二丁目
１０４６番

旧
16.00

～
22.40

17.50

新
16.00

～
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

広島市告示（安佐北区）第６９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月１４日から令和３年７月２８日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，令和３年７月１５日から同月２９日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第７１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第４号

２．指定年月日　　令和３年７月２１日

３．道路の位置　　広島市安佐北区三入二丁目１０９８番１の一

部

４．幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　３１．４９メートル



広島市告示（安佐北区）第７２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区高
陽可部
線

安佐北区可部南五丁目１７
５０番地２地先から
安佐北区可部東二丁目９７
３番地１６地先まで

令和３年７月１
４日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
Ｋ３－Ｆ３－Ｋ正
田－１０－６４号
水路

安佐北区大林二丁目１９３５番１
地先から同所１９３５番４地先ま
で

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第５号

２．指定年月日　　令和３年７月２７日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部一丁目４５９番の一部

４．幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　２９．６７メートル



広島市告示（安芸区）第７８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　事務補助員（会計年度任用職

員）　田口　美智子（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

　　令和３年６月１日

４　委任期間

　　令和３年６月１日から同年６月３０日まで



広島市告示（安芸区）第７９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部中野出張所　事務補助員（会計年度任用職

員）　田口　美智子（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限る）

の収納

３　委任年月日

　　令和３年７月１日

４　委任期間

　　令和３年７月１日から同年７月３１日まで

地２地先ま
で

26.30
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

広島市告示（安芸区）第８０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月７日から同月２１日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第８１号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和３年７月７日から同月２１日まで広島市

安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第８２号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別表の自転車等を撤

去し，保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区６５
号線

広島市安芸
区畑賀町字
鹿子垣内１
０１８１番
地２地先か
ら
広島市安芸
区畑賀町字
鹿子垣内１
０１８１番
地２地先ま
で

旧

メートル
2.00
～

2.50

メートル

2.00

新

メートル
2.00
～

2.50

メートル

2.00

道路の
種類

路線名
供用開始

区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区６５
号線

広島市安芸
区畑賀町字
鹿子垣内１
０１８１番
地２地先か
ら
広島市安芸
区畑賀町字
鹿子垣内１
０１８１番
地２地先ま
で

旧

メートル
2.00
～

2.50

メートル

2.00

新

メートル
2.00
～

2.50

メートル

2.00

別表　略



広島市告示（安芸区）第８３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ５ 日　

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた自転車等

は，広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表のとおり

別表　略



広島市告示（安芸区）第８４号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　解除を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部市民課　日直員　中本　尋子

　（区役所時間外受付窓口）

２　解除させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例２０条）第

２条第９号，第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　解除年月日

　　令和３年７月１１日



広島市告示（安芸区）第８５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部市民課区出納員の事

務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安芸区役所市民部市民課　日直員　緒方　勇治

　（区役所時間外受付窓口）

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０条）

第２条第９号，第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和３年７月２４日

４　委任期間

　　令和３年７月２４日から令和４年３月３１日まで
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

広島市告示（佐伯区）第８５号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和３年６月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第８６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第８９号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第９０号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市東区告示第２号　

令和３年７月１２日　

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）

第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第４項

の規定により公示する。

広島市東区長　　篠　原　富　子　

記



広島市南区告示第３号　

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日　

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）

第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）

第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第４項

の規定により公示する。

広島市南区長　　西　本　和　弘　

記

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１６号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ６ 日　

　令和３年７月５日任期満了により，新たに広島市佐伯区選挙管

理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は，次のとお

りです。

区 告 示

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

鎌田　政明
広島市東区尾長東一丁目４番
１４号　２階

職権消除

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

中田　翔
広島県広島市南区大州一丁目
１番２４－２０４号

消除

区 選 管 告 示
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広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

次のとおり　略

広島市監査公表第１７号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

監査公表

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により，広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので，当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお，併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果につい

ても，当該通知に係る事項を公表する。

（別紙）

平成３０年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

（教育委員会）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

　　平成３１年２月５日（広島市監査公表第１号）

２　包括外部監査人

　　大濱　香織

３　監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和３年６月３日（広市教学指二第３０号）

４　監査のテーマ

　　子ども・子育て支援事業の事務の執行について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（源泉所得税の不納付について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　Ｅ中学校学校協力者会議は，平成２９年７月から１２月までの学習支援員の報
償費につき時間数を５時間少なく集計したため，これに相当する源泉所得税１４
０円の納付を失念していた。また，預かった源泉所得税１４０円を納付せず消耗
品費等として使っていた。
　担当課は，源泉所得税１４０円につき，当該学校協力者会議の自主財源をもっ
て納付させるべきである。

　監査の実施を受け，Ｅ中学校学校協力者会議に
対し，源泉所得税の不納分を納付するよう指示し
たところ，Ｅ中学校学校協力者会議が源泉所得税
の不納分を，平成３０年１２月に納付したことを
確認した。
　また，Ｅ中学校学校協力者会議に対して報償費
の適切な支払及び源泉所得税の適切な納付につい
て指導するとともに，平成３１年２月及び同年４
月に，本事業の実施校の全てのコーディネーター
及び担当教職員を対象とした説明会を行い，その
中で，各校のコーディネーターに直接指導した。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（地域貢献活動における点字講師と手話講師の講師料について，報償費以外の科目で
計上していた件及び源泉所得税を徴収しなかった件について）

　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　Ｇ中学校学校協力者会議では，点訳サークルには，講師謝礼代として４６千円
が，手話講師には手話講師料として，２５，７６０円（うち７，０８２円のみ本事
業負担，残額はＰＴＡ負担）が支払われていた。
　Ｇ中学校学校協力者会議の実施報告書において，点字講師と手話講師の講師料
は，本来，地域貢献活動の中の「報償費」として計上し，講師料から３．０６３％
の源泉所得税を徴収し税務署に納付するよう「まちぐるみ「教育の絆」プロジェ
クト事業　関係書類説明書」では指導されている。しかし，Ｇ中学校学校協力者
会議では，「報償費」ではなく「消耗品費等」に計上されていた。さらに，この
報償費は，源泉所得税が徴収されていなかった。
　担当課は，講師謝礼代５３，０８２円（４６，０００円＋７，０８２円＝５３，０
８２円）について，事業実施報告書の費目を「消耗品費等」から「報償費」に訂
正するようＧ中学校学校協力者会議に対して指導する必要がある。また，当該学
校協力者会議に，該当の講師から源泉所得税の未納分１，６２４円を徴収した上
で，税務署に納付させるべきである。

　監査の実施を受け，Ｇ中学校学校協力者会議に
対し，事業実施報告書の記載の誤りの訂正及び源
泉所得税（１，６２４円）の納付を指示したとこ
ろ，訂正された報告書の提出とともに，当該源泉
所得税も平成３０年度末までに税務署に納付され
た。
　また，Ｇ中学校学校協力者会議に対して費目の
計上の仕方等について指導するとともに，平成３
１年２月及び同年４月に，本事業の実施校の全て
のコーディネーター及び担当教職員を対象とした
説明会を行い，その中で，適切な会計処理等につ
いて，各校のコーディネーターを直接指導した。
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　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（学校協力者会議が認められない備品（パソコン及び冷蔵庫）を購入し，事実に反す
る領収証を受け取った件について）

　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　担当課によれば，本事業に係る備品の購入費用は本事業の補助対象経費として
認めておらず，本事業に関する説明会において，その旨を学校協力者会議に対し
て担当課が口頭で伝えている。なお，備品の定義は「広島市物品管理事務の手引」
の定めを適用しており，「広島市物品管理事務の手引」は「その性質又は形状を
変えることなく，長期間にわたって使用できるもの及びその性質が消耗品のもの
であっても，標本及び陳列品又はこれらに類するものとして保管するもので，取
得価額又は評価価額が２０，０００円以上のものを備品とします。」としている。
　Ｈ中学校を往査し，本事業に係る「平成２９年度事業実施決算書」，預金通帳，
請求書等の関連証憑を確認した。
　その結果，「平成２９年度事業実施決算書」のコーディネーターに係る消耗品
費の決算額にはパソコン購入費用１６３，１２４円が含まれており，教育支援活
動に係る消耗品費等には冷蔵庫購入費用３０千円が含まれていることが判明し
た。いずれも備品に該当するものであり，本事業の補助対象外経費である。
　Ｈ中学校学校協力者会議は，パソコン及び冷蔵庫の購入費用について，２０千
円以上の物品であっても，領収証を分割して購入すれば消耗品として扱うことが
できると誤って認識していたため，取引業者に領収証を複数枚に分割して発行し
てもらった。なお，領収証１枚当たりの金額は，備品の計上基準である２０千円
に満たない金額に調整されている。具体的には，パソコン１台の領収証は１７，７
３４円が９枚と３，５１８円が１枚に分割して発行されており，冷蔵庫１台の領
収証は１５千円が２枚に分割して発行されていた。
　また，事業実施後にＨ中学校学校協力者会議が担当課に提出した「平成２９年
度まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業　事業実施報告書」に添付する「平
成２９年度事業実施決算書」の「内訳」の記載では，上記新品のパソコンを購入
したにもかかわらず，「中古パソコン」と事実と異なる記載をし，上記冷蔵庫に
ついては「収納庫」として，一般的な表現とは異なる記載をしていた。
　パソコンはコーディネーター等が本事業に関連する資料を作成する際に使うも
のであり，冷蔵庫はコーディネーター等が打ち合わせ等に使う部屋及び学習支援
を実施する部屋の一部に冷房が設置されておらず，暑さのため夏に体調を崩す
コーディネーター等がいたため，飲料保管用として購入したものであるとの説明
を教頭から受けた。
　確かに本事業に関する書類作成にパソコンは必要であるし，学習支援活動は７
月，８月，９月にも開催されており，冷房のない部屋での活動には冷たい水分の
補給が必要であることも理解できる。しかし，他の学校協力者会議が同様の条件
下で本事業を実施していることを考えれば，本事業専用のパソコンと冷蔵庫が無
ければ本事業が遂行できないとまでは言えず，決められたルールの範囲内での事
業実施を行うべきである。
　２０千円以上の物品であっても，領収証を分割すれば消耗品として扱うことが
できるという誤った認識に基づいてパソコンと冷蔵庫を購入したのは，本事業で
は備品の購入を認めないという担当課の説明に反している。
　また，「平成２９年度事業実施決算書」の「内訳」の記載では，上記新品のパ
ソコンを「中古パソコン」と記載し，上記冷蔵庫について「収納庫」と記載した
点については，新品のパソコン及び冷蔵庫を購入した事実を伏せたいという意図
が伺われる。
　パソコンと冷蔵庫の購入費用の合計１９３，１２４円は補助対象経費として認
められない。よって担当課は，本事業委託料の返還要求等を検討されたい。

　監査の指摘を受け，Ｈ中学校学校協力者会議に
対し補助対象経費として認められない費用の返還
について指示したところ，パソコンと冷蔵庫の購
入費用１９３，１２４円が，平成３１年３月に戻
入された。
　また，Ｈ中学校学校協力者会議に対して指導す
るとともに，平成３１年２月及び同年４月に，本
事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当
教職員を対象とした説明会を行い，その中で，適
切な会計処理等について，各校のコーディネー
ターを直接指導した。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（ボランティアへの茶菓のお礼について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　平成２９年度「地域学校協働活動推進事業」実施要領Ｑ＆Ａ（以下「文科省Ｑ
＆Ａ」という。）のＱ３３には次の記載がある。「Ｑ３３ボランティア等への謝金
を商品券，金券等で支払うことは可能か。」「Ａ３３金券や商品券での謝金の支払
は認められません。同様に，物品（例えば千円相当の茶菓等）での支出も認めら
れません。」
　Ｈ中学校学校協力者会議では，地域貢献活動として，地域緑化のためプランター
の贈呈運動を実施した。地域住民２名が来校し，コーディネーターとの打ち合わ
せ及び生徒への花植えの指導を行ったが，謝金の受取を頑なに拒否されたため，
やむなく茶菓を購入してお礼として渡したものである。なお，茶菓の購入費用は
１人当たり１，６２０円，合計３，２４０円であった。
　監査人がＨ中学校において聞き取りを行ったところ，文科省Ｑ＆Ａの存在を認
識していなかった。事業開始前に担当課から適切な周知が行われていれば，上記
の支出は行われなかった可能性が高いと考える。
　担当課は，学校協力者会議に対して「地域学校協働活動推進事業」実施に係る

　監査の実施を受け，Ｈ中学校学校協力者会議に
対して国の補助対象となる経費等について指導す
るとともに，平成３１年２月及び同年４月に，本
事業の実施校の全てのコーディネーター及び担当
教職員を対象とした説明会を行い，その中で，適
切な会計処理等について詳細に説明し，各校の
コーディネーターを直接指導した。
　さらに，本事業の実施校に対して，教育委員会
事務局の指導主事が本事業の実施校を随時訪問
し，本事業の実施状況を把握するとともに，適切
なアドバイスを行い，再発防止を図ることとし
た。



広 島 市 報 第１０９５号　―２７―令和３年８月３１日

会計処理について，より詳細な周知を行う必要がある。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（領収書の紛失について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　Ｋ中学校学校協力者会議では，通信費の中の切手代（２４２枚１８，５４４円）
のうち７２枚分について領収証が保管されていなかった。
　文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱第１９条第
２項には「補助事業者は，前項の支出額について，その支出内容を証する書類を
整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日の属す
る年度の翌年度から５年間保存しなければならない。」と定めている。また，広
島市契約規則第３５条第２項には「検査職員は，請負契約以外の契約についての
給付の完了の確認につき，契約書その他の関係書類に基づき，当該給付の内容及
び数量について検査を行わなければならない。」と定めている。担当課は本事業
を学校協力者会議に委託しており，これは委託契約に該当するため，本事業にも
同項が適用される。
　担当課においては，領収証の整理と５年間の保管を指導しているとのことで
あったが，領収証を紛失することなく適切な整理，保管についての指導を行うべ
きである。

　監査の実施を受け，Ｋ中学校学校協力者会議に
対して領収書の適切な管理について指導するとと
もに，平成３１年２月及び同年４月に，本事業の
実施校の全てのコーディネーター及び担当教職員
を対象とした説明会を行い，その中で，適切な会
計処理等について各校のコーディネーターを直接
指導した。
　さらに，教育委員会事務局の指導主事が本事業
の実施校を随時訪問し，本事業の実施状況を把握
するとともに，領収証の管理状況を確認し，再発
防止を図ることとした。

６　監査の意見及び対応の内容

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（学習ソフト「みんなの学習クラブ」の使用方法について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　学習ソフトの利点は，生徒が自分の理解度に応じて取り組むことができること
である。自主的に苦手科目を克服すべく勉強したり，受験勉強対策にも対応でき
る優れた教材である。
　しかし，生徒が個々に学習ソフトを使用できる環境にあるとは限らないなど，
必ずしも効果的な使われ方がなされているとは言えない状況が見受けられる。
　担当課は，この学習ソフトの効果的な使用の仕方につき，異なる職業経験を持
つ様々な年齢のコーディネーターの方々への指導を，１回にとどまらず必要に応
じて丁寧に行うべきである。

　監査の意見を受け，平成３１年２月及び同年４
月に，本事業の実施校の全てのコーディネーター
及び担当教職員を対象とした説明会を行い，その
中で，当該学習ソフトの効果的な使用方法につい
て再度各校のコーディネーターを指導した。
　さらに，教育委員会事務局の指導主事が本事業
の実施校を随時訪問し，本事業の実施状況を把握
するとともに，適切なアドバイスを行っている。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（報償費に係る源泉所得税について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市のまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業経費基準によれば，報償費
の支払に際し税率３．０６３％の源泉所得税を差し引き，翌月１０日までに納付
するよう記載がされている。
　これは，乙欄対象者（二か所以上の会社等で給与をもらっている者）に対する
税率である。コーディネーター等がこの事業の従事者にいくつの仕事を掛け持ち
しているかなど聞けない状況下であれば，全員に乙欄の税額で対応することも致
し方ない方法であると思われる。しかし，この事業の従事者の中には，他に職業
を持たない者もいる。
　Ｎ中学校学校協力者会議では，報償費の源泉所得税の計算ミスがあった。報償
費の支払が平成３０年１月から３月までであったため，相応の訂正方法を，後日
校長に伝えた。コーディネーターはボランティア性が高く，決して報償費が高い
わけではない。しかし，所轄税務署に「給与支払事務所の届出」を提出し源泉徴
収義務者として報償費を支払う支援員の方々の年末調整等を行い，広島市に給与
支払報告書を税務署には法定調書合計表を提出しなければならない。
　担当課は，各中学校の学校協力者会議が源泉徴収義務者としての責任が果たせ
るよう，周知徹底を図るべきである。

　監査の実施を受け，Ｎ中学校学校協力者会議に
対して源泉徴収義務者としての適切な事務処理に
ついて指導するとともに，平成３１年２月及び同
年４月に，本事業の実施校の全てのコーディネー
ター及び担当教職員を対象とした説明会を行い，
その中で，適切な会計処理等について周知を図っ
た。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（学習ソフト「みんなの学習クラブ」の事実と異なる記載の領収書の授受がなされた
件について）

　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　Ｆ中学校学校協力者会議では，実際の支払日とは違う日付けの領収証が保存さ
れていた。
　広島市では，「みんなの学習クラブ」という学習用ソフトを推奨している。請
求書には，「みんなの学習クラブ　小中学校パック　学校ライセンス」とあり，
数量単位は，１校，単価は１２９，６００円（税込み）となっている。実際の支
払は，平成３０年１月１２日に１２９，６００円振り込まれているが，販売業者

　監査の実施を受け，Ｆ中学校学校協力者会議に
対して領収証の適正な取扱い（金額，日付，内容
等の一致）について指導するとともに，平成３１
年２月及び同年４月に，本事業の実施校の全ての
コーディネーター及び担当教職員を対象とした説
明会を行い，その中で，適切な会計処理等につい
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より平成２９年６月３０日から平成３０年３月３０日までの金額１２，９６０円
の領収証が１０枚添付されており，監査項目報告書（費目別の報告書）には，領
収証のとおり１０か月にわたり１２，９６０円が記載されていた。振込手数料は，
平成３０年１月１２日に７５６円のみであった。
　業者が分割して，事実と異なる日付けの領収証を発行している。この領収証は，
そのまま当該学校協力者会議に保存されていた。事実と異なる領収証が発行さ
れ，Ｆ中学校学校協力者会議がこれを受け入れたこと自体が，深刻な問題である。
　領収証は，支出を証明する重要な証拠書類であり，会計の基礎となる書類であ
る。結果的に総額が一致していればよいという問題ではない。事案によっては，
支払時期や当該支払における支払額が重要となる場合が存在するからである。特
に，概算精算方式においては，委託料から実際に使用された金額が差し引かれ，
残額が市に返還される。そうすると，実際に使用された金額が正しく計上される
ことが重要となり，その使用金額を裏付ける資料として領収証は一層の重要性を
もつ。文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱第１９
条第２項が支出内容を証する書類の整備と保管を定めているのも，これが重要な
書類だからこそである。
　本件においては，１回の支払に対して総額を合わせて１０枚もの領収証が発行
されており，単なる１枚の書き間違いなどではありえない。その金額も決して少
額ではない。そして，学校協力者会議は，これを受け取っている。それは，Ｆ中
学校学校協力者会議が，領収証の記載が事実とは異なることを認識していなが
ら，これを受け取ったものと言わざるを得ない。この事例を見るに，今後におい
ても事実と異なる記載の領収証の授受がなされるリスクがあることについて，担
当課は注意を要する。
　付言すれば，本事業は比較的新しい事業であるため，学校協力者会議において
も必ずしも取扱いに熟達していないことから，領収証が事実と異なっている事態
がミスとして発生するリスクがあることについても，担当課は注意を要する。
　そして本件は，事業実施決算書の記載の検査だけでは問題点を把握することが
できず，事業実施決算書と領収証を照合することをもってしてもなお問題点を把
握ができなかったものであり，領収証と販売事業者口座への振込伝票又は学校協
力者会議の預金通帳とを照合してはじめて問題点を把握できる事案であった。
　広島市契約規則第３５条第２項には「（省略）検査を行わなければならない。」
と定めている。担当課は，本事業を学校協力者会議に委託しており，これは委託
契約に該当するため，本事業にも同項が適用される。そして同項は，給付内容が
確認できる書類が契約相手方である学校協力者会議において整備されていること
を前提としている。このような書類の整備としては，領収証などの資料が事実関
係と正しく一致している点まで含まれるものであり，領収証などの資料が事実関
係と一致しない状態では不十分なものとなる。
　あわせて，担当課は，このような指導及び検査方法を念頭に置いて，この事業
における仕様書，まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業実施要領及びまちぐ
るみ「教育の絆」プロジェクト事業経費基準の改善を行うべきである。

て各校のコーディネーターを直接指導した。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（平成３０年４月以降に使用する消耗品費等代について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

１　Ｎ中学校学校協力者会議では，プリンターのインクを次のように購入してい
る。

　　上記のとおり，平成３０年３月７日のインク購入数量が年度末近くにもかか
わらず多くなっている。

２　Ｎ中学校においては，在籍生徒数３６名のうち３１名が学習会に参加してい
る。そして，年間延べ参加生徒数は４１８名であった。学習支援学習サポー
ター活動記録票には，Ｎ中学校における学習会開催日は次のとおりであった。

　　　平成３０年３月１日
　　　平成３０年３月６日
　　また，Ｎ中学校学校協力者会議は，平成３０年度においては，平成３０年９

月４日までインクを購入しておらず，平成３０年９月５日に年度で初めてブ
ラックを４本購入している。

　　これらの事情からすれば，平成３０年３月７日に購入したインクは，平成２
９年度事業用ではなく平成３０年度事業用であるかのようにも見える。そし

　監査の実施を受け，Ｎ中学校学校協力者会議に
対して消耗品費の適正な執行について指導すると
ともに，平成３１年２月及び同年４月に，本事業
の実施校の全てのコーディネーター及び担当教職
員を対象とした説明会を行い，その中で，適切な
会計処理等について，各校のコーディネーターを
直接指導した。

購入年月日 ブラック カラー

平成２９年　６月２１日 １本 １本

平成２９年　９月１２日 １本 １本

平成２９年１０月１２日 ２本 ０本

平成３０年　１月１０日 ２本 １本

平成３０年　２月１４日 ２本 １本

平成３０年　３月　７日 ４本 ２本
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て，平成３０年３月７日に購入したインクで平成３０年９月頃まで印刷を行っ
ていたとも見える（ただし，本インクは，写真印刷も可能なインクであり，メー
カーにおいてインク１本当たりの印刷可能枚数は公表されていない。）。

３　この点について，担当課の説明は，以下のとおりであった。
　　平成３０年３月７日以降，平成２９年度放課後学習会は開催されていない。
　　平成３０年３月７日に購入したインクは以下の用途に使用した。ただ，印

刷枚数の詳細までは明らかではない。
　　①　平成３０年３月中旬において，５教科３学年分の学習プリントとその解

答約２，０００枚を印刷した。なお，印刷した学習プリントは，その後，
生徒が図書室で閲覧し，コピーを持ち帰って学習することもできるように
したものである。

　　②　本事業の活動内容をまとめた報告書を作成した。
　　インクの残本数を管理する管理簿のようなものは作成されていない。
４　上記説明からすれば，必ずしも平成３０年３月７日に購入したインク全部が

次年度に用いられたものではないとしても，平成３０年９月５日までインクが
購入されていない点からすれば，平成２９年度末日において相当程度余剰が存
在していたものと推察される。

５　本事業は，単年度事業の形式である。したがって，本来，当該年度の事業に
必要なものについて支出が行われることが原則である。年度末での消耗品の購
入については，特に有効性や経済性を考慮し，年度内に使用する適正な分量を
購入して余剰が生じないよう心掛けることが必要である。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェクト（教育支援活動専用教室以外での使用物品の消耗品費計上について）
　　　（所管課：教育委員会事務局学校教育部指導第二課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　Ｆ中学校学校協力者会議は，Ｆ中学校の教育支援活動専用教室（以下「絆教室」
という。）以外の教室に，両面コルクボード１３枚１３，３６２円をお知らせボー
ドとして使用していた。また，同校では生徒用の机と椅子の脚にリサイクルテニ
スボールを履かせ日常的に消音効果を図っている。平成３０年２月２８日と３月
３１日の２回にわたり合計１，８００個６千円購入している。絆教室（約３０席）
に使用したものが２４０個としても，１，５６０個５，２００円についてはこの事
業の対象経費といえるか疑義がある。
　これは，文部科学省の学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金実施要領の
６．費用の（２）地域学校協働活動の実施・運営経費オの中で，「（省略）なお，
学校やＰＴＡ等が通常使用するものと明確に区分し，まぎれのないようにするこ
と。（省略）」とされていることに抵触するおそれがある。
　絆教室は，１室しかなく参加生徒が多い場合，近くの教室を借りることがある。
また，広島市のまちぐるみ「教育の絆」プロジェクト事業実施要項「４事業の内
容」「（１）家庭・地域による教育支援活動」「イ　授業等における学習補助」の
記載があり，放課後学習会以外授業中においても，コーディネーターや学習支援
員が生徒の学習の補助を行うこともこの事業に該当するとしている。
　担当課によれば，両面コルクボードは各教室における放課後学習会関係のお知
らせ用であるし，放課後学習会等で教室が不足する場合，当該学校の全教室がこ
の事業の教育支援活動用の教室となる可能性があるので，両面コルクボードも消
音用のリサイクルテニスボールも当該事業の経費として認められるとのことであ
る。
　しかし，放課後学習会は，絆教室以外の教室を使用することもあり得ようが，
あらかじめ絆教室を準備し，この教室に教育支援活動用の物品を備えているので
あるから，参加人数次第ではあるが，絆教室を中心的に利用して放課後学習会を
行うことが効率的な事業遂行といえる。
　したがって，両面コルクボード，リサイクルテニスボールを絆教室以外の教室
に配置することは効率性の観点から疑問がある。また，購入日が平成３０年２月
２８日と３月３１日となっており，少なくとも平成２９年度事業としては，事業
効果が薄い。
　今後においては，費用対効果を勘案して本事業の学習支援活動用の教室を中心
に実施することを検討されたい。

　放課後学習会等に参加する生徒は多く，また，
当該生徒の中には，集団での学習になじめず，個
別に対応せざるを得ない者もいること等から，絆
教室のほか普通教室等を活用している。
　本事業は，これらの教室等で行われている放課
後学習会等の学習支援・補助を目的の一つとして
おり，同学習会等のお知らせを普通教室等にも掲
示するための両面コルクボード及び教室の消音対
策のためのリサイクルテニスボールの購入は，い
ずれも当該目的に沿ったものであると考えるが，
監査の意見を受け，消耗品の購入に当たっては，
その費用対効果も十分に勘案しながら，より効果
的な本事業の実施に努めていきたい。



広島市監査公表第１８号　

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ８ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により，広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので，当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお，併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果につい

ても，当該通知に係る事項を公表する。
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（別紙）

平成３１年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

（市民局）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

　　令和２年２月６日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　大濱　香織

３　監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和３年７月１４日（広文振第２２９号）

４　監査のテーマ

　　広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

　　広島市郷土資料館（指定管理）（備品の現物管理について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　備品台帳から任意に１１件を抽出し照合したところ，現物は存在するが使用し
ないまま長期間経過し，今後も使用の見込みがなく廃棄すべきものとして，パー
ソナルコンピュータ（価額１１７千円，取得日平成２１年２月４日），ビデオ装
置（価額２７４千円，取得日平成１１年１０月８日）の２件が検出された。
　また，照合対象の備品以外でも，廃棄処分する必要があるものが散見された。
　備品台帳に長期間使用しておらず将来使用する見込みもなく廃棄処分するべき
備品が掲載されていることは，備品台帳の管理機能を弱め，備品の紛失や盗難の
リスクを高め，備品に関する経済性，効率性，有効性の判断を誤らせる要因にな
りかねない。
　担当課及び郷土資料館は，広島市物品管理規則第３０条の規定に従い，廃棄物
品として不用決定を行い，備品台帳からの削除と現物の廃棄処理の手続を進める
べきである。

　監査の結果を受けて，現物のうち，長期間経過
し，今後も使用の見込みがないものについて，指
定管理者に対し廃棄するよう指導した。
　その結果，指摘のあったパーソナルコンピュー
タ，ビデオ装置の２件に加え冷蔵庫１点の備品の
不用処理決定を行い，令和２年３月に備品台帳か
ら削除するとともに廃棄処分を行った。

　　広島市郷土資料館（指定管理）（外部に製作を委託した模型が備品に登録されていないことについて）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　郷土資料館は企画展「夏休みおばけの博物館」（以下「本企画展」という。）を
毎年開催しているが，平成３０年度の本企画展の会場設営業務として，指定管理
料から「委託費」として，７４５，２００円を支出した。仕様書には，「展示物作
成」として，妖径「猫又」の模型（以下「妖怪猫又模型」という。）２体を作成
する旨の記載があり，委託契約を締結した取引業者から提出された見積書には，
契約金額７４５，２００円のうち，妖径猫又模型製作に係る見積額は１７２，８０
０円と記載されていた。
　この妖径猫又模型は，その性質又は形状を変えることなく，長期間にわたって
使用できるものであり，取得価額は１体当たり８６，４００円であり，指定管理
料から製作されたものであるため，広島市の備品に該当し，備品の分類上は，「標
本・模型・美術品」に区分されるものであるが，郷土資料館は備品登録に必要な
手続を実施していない。
　また，上記仕様書には，妖径猫又模型以外に，郷土資料館が用意する妖怪模型
２０点を設置する旨が記載されているが，これらの２０点も備品登録が行われて
おらず，過去１０年程度毎年実施している本企画展に展示するために外部に製作
を委託し，平成３０年度と同様に委託費として費用処理し，備品の定義に該当す
るものの，備品登録手続を行わなかったものが含まれていると推定される。
　広島市の備品台帳に本来掲載されるべき備品が掲載されていないということ
は，備品台帳の管理機能を弱め，紛失，盗難のリスクを高め，備品に関する経済
性，効率性，有効性の判断を誤らせる要因になる。担当課は，郷土資料館に対し
て広島市の備品の定義を正しく説明し，備品の登録漏れがないように指導し，備
品の管理を適正に行う必要がある。
　平成３０年度以降に取得した模型等の所蔵品で広島市の備品に該当するものに
ついては，早急に備品登録の手続を進める必要がある。
　また，前の指定管理期間である平成２９年度以前についても，担当課と郷土資
料館は同様の取引を調査し，広島市の備品に該当するものについては，備品登録
の手続を漏れなく実施する必要がある。

　監査の結果を受けて，平成３０年度以降に，製
作を委託した模型等のうち，備品に該当するもの
については，本市に対して備品登録の依頼を行う
よう指定管理者に指導した。また，前の指定管理
期間である平成２９年度以前に委託業務で取得し
た模型等を確認し，備品に該当するものについて
は，本市に対して備品登録の依頼を行うよう指定
管理者に指導した。
　その結果，平成３０年度以降に取得した模型等
の所蔵品２点及び平成２９年度以前に取得した模
型等の所蔵品１４点について，指定管理者からの
備品登録の依頼を受けて令和２年７月に備品登録
を行った。

　　広島市郷土資料館（指定管理）（防火シャッターの危害防止装置の未設置について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）
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監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　郷土資料館の常設展示室入口防火シャッターは，平成２９年度及び平成３０年
度の建築設備定期点検において，危害防止装置の未設置が指摘されている。
　基本協定によれば，施設の修繕については，１件につき原則として１００万円
未満のものについては，郷土資料館が指定管理料から実施することとなり，本件
も郷土資料館が実施するべき修繕に該当する。
　「平成２９年度広島市包括外部監査結果報告書」には，担当課が所管し，広島
市文化財団が指定管理を行っている公民館等の複数の施設の防火シャッターの危
害防止装置の既存不適格に対する監査意見が記載されており，担当課及び郷土資
料館の指定管理を行っている広島市文化財団は，危害防止装置を装着していない
防火シャッターの具体的危険性を把握しているものと考えられる。
　郷土資料館の施設の機能を適正に維持するとともに利用者の安全を確保するた
め，早急に防火シャッターの危害防止装置を設置するよう，担当課は郷土資料館
に対して指導し，郷土資料館は危害防止装置の設置工事を早急に実施するべきで
ある。

　監査の結果を受けて，防火シャッターに危害防
止装置を設置するよう指定管理者に指導を行い，
その結果，令和２年２月に防火シャッター危害防
止装置が設置された。

　　広島市江波山気象館（指定管理）（備品管理を行う財務会計システムにおいて，望遠鏡１台が計上漏れされていたことについて）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　江波山気象館には，屋上に５台の望遠鏡が設置されていた。
　望遠鏡は，備品一覧表には，４台記載されている。江波山気象館の職員による
と，２６年前より１台多かったとのことであった。
　担当課においては，備品登録の意味を再認識し，たとえ記載内容が購入先不明，
取得日不明であっても，あると気が付いたときに購入先「不明」取得日「平成５
年以前」など工夫して備品登録を行うべきである。

　監査の実施を受けて，指定管理者に備品登録の
状況確認を指示したところ，平成４年度に納入し
た望遠鏡の備品登録が漏れていたことから，令和
２年１月に備品登録を行った。

　　広島市江波山気象館（指定管理）（備品と設備の財務会計システムへの計上について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　平成３０年度，修繕費の中に「オリエンテーションルームＡＶシステム修繕業
務」９１８，４３２円があった。音響関係の器具の修理としては金額が大きいた
め確認したところ，備品とするべき物品が購入されていた。
　これらの備品は整備時には設備であったため，その一個一個の購入ではなく修
繕という形での処理になったとのことであった。
　担当課においては，単体で使用可能で，形状を変えることなく使用できる物に
ついては，備品として管理するよう徹底すべきである。

　監査の実施を受けて，修繕業務により物品の取
替えを行い，備品として管理するべきものとなっ
た場合は，速やかに本市に対して備品登録の依頼
を行うよう指定管理者に指導した。
　その結果，指摘のあった物品について，指定管
理者からの備品登録の依頼を受けて令和２年１月
に備品登録を行った。今後は，毎年度，指定管理
者に備品管理を徹底するよう通知を行い，再発防
止に努める。

　　広島市交通科学館（指定管理）（外部に製作を委託した模型や自転車が備品に登録されていないことについて）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

　交通科学館における広島市の備品台帳には，絵画が１点，模型１点が掲載され
ているが，それ以外に所蔵品と思われるものが掲載されていない。
　平成３０年度に「委託費」として費用処理されているもののうち，備品の取得
に該当し，広島市の備品台帳に登録する必要があるにもかかわらず，登録されて
いないものとして，車両（自転車）２台，取得価額合計３７３千円，模型８点，
取得価額合計９８０千円を検出した。
　広島市の備品台帳に本来掲載されるべき備品が掲載されていないということ
は，備品台帳の管理機能を弱め，紛失，盗難のリスクを高め，備品に関する経済
性，効率性，有効性の判断を誤らせる要因になる。
　担当課は，交通科学館に対して広島市の備品の定義を正しく説明し，備品台帳
の登録漏れがないように指導し，備品の管理を適正に行う必要がある。
　担当課及び交通科学館は，平成３０年度以降に取得した模型等の所蔵品で広島
市の備品に該当するものについては，早急に備品台帳への登録手続を進める必要
がある。
　平成２９年度以前においても，平成３０年度と同様に外部に製作を委託し，会
計上は委託費として処理した模型等の取得に該当する取引が多数存在するものと
推定される。利用者向け模型の検索システムによれば，平成２９年度までに収集
された模型は２，２６８点（航空機２６４点，船舶１９１点，鉄道５７６点，自
動車１，２３７点）であり，それらの全てが備品台帳に登録されていないが，相
当数は，本来は，模型として備品台帳に登録するべきものであると推定される。
また，令和元年９月末現在，おもしろ自転車コーナーで稼働している自転車の総
数は６８台，バッテリーカートコーナーで稼働しているカートは１１台であり，

　監査の結果を受けて，平成３０年度以降に，製
作を委託した模型等のうち，備品に該当するもの
については，本市に対して備品登録の依頼を行う
よう指定管理者に指導した。また，前任の指定管
理者の指定管理期間であった平成２６年度から平
成２９年度までにおいて委託業務で取得した模型
等を確認し，備品に該当するものについては，本
市に対して備品登録の依頼を行うよう指定管理者
に指導した。
　その結果，指摘のあった車両（自転車）２台，
模型８点に加え，平成３０年度以降に取得した模
型等の所蔵品９点及び平成２６年度から平成２９
年度までに取得した模型等の所蔵品１１点につい
て，指定管理者からの備品登録の依頼を受けて令
和２年３月に備品登録を行った。
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全てが備品登録されていないが，相当数は本来は，車両として備品台帳に登録す
るべきものであると推定される。
　担当課は，前任の指定管理者の指定管理期間であった平成２６年度から平成２
９年度において「委託費」として会計処理した取引のうち，模型，自転車，バッ
テリーカートの取得に該当する取引の洗出しを行い，「広島市物品管理規則」及
び「物品管理事務の手引（平成３１年４月会計室編集）」に照らして備品の定義
に該当するものについては，備品台帳への登録手続を実施する必要がある。

６　監査の意見及び対応の内容

　　広島市郷土資料館（指定管理）（収蔵室の整理整頓について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　郷土資料館の収蔵室は全般的に整理整頓されておらず，棚に収められていない
所蔵品も散見され，雑然と置かれている状況であった。
　所蔵品の劣化を防ぐためにも，郷土資料館は，早急に収蔵室を整理整頓し，所
蔵品を適切に整理，保管するべきである。

　監査の意見を受けて，収蔵室の整理整頓を指定
管理者に指導した。
　その結果，令和２年２月に本市が行った実地調
査において，収蔵室内の整理整頓が完了したこと
を確認した。
　なお，年に２回行う実地調査において，収蔵室
内の整理整頓が保たれていることを確認している。

　　広島市江波山気象館（指定管理）（備品の取得日について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　江波山気象館の指定管理者である広島市文化財団が，指定管理料で備品を購入
した場合，その備品は広島市の所有となり，広島市文化財団が無償貸与を受ける
ことになる。
　担当課から，追加資料として提示された平成３０年に購入された備品の取得日
は，どれも「４３００４０１」との記載がされていた。これは平成３０年４月１
日取得を意味する。
　地方自治体は，減価償却の概念が無いため，取得日が違っていることについて
内部的に問題が生じないのであろうか。その備品管理一覧表には，他にも，年度
により同じ日付が取得日として登録されている備品も見受けられた。江波山気象
館から提出された備品の登録に係る依頼文書に記載された取得日と異なる日付を
入力することは，処理としては他に影響を及ぼさないが，提出されている資料と
異なる内容を入力できるというその行為には問題がある。広島市では大きな問題
がないと思われるこのことは，一般企業では重要視されている。この小さな行為
を許すことは，いずれ内部統制に問題が生じてくるからである。
　担当課によれば，これらの備品の納入日は平成３０年３月９日から２７日であ
り，それは正しく入力していたが取得日が平成３０年４月１日になっていたとの
ことである。つまり，年度にもずれが生じていることになる。
　担当課においては，内部統制の問題として捉え，周知徹底するべきである。

　監査の意見を受けて，指定管理者による備品の
登録依頼が遅れないように，令和２年７月に本市
から指定管理者に対し，指定管理料で備品を購入
した際は，速やかに本市に対し備品の登録依頼を
行うよう通知を行った。
　今後，本市としては，指定管理者から備品の登
録依頼を受けたときは，速やかに実際の取得年月
日で備品登録を行い，加えて，備品の登録漏れを
防ぐため，四半期毎に備品の取得状況についての
確認をして本市に必要な報告をするよう指定管理
者に求めることとした。

　　広島市交通科学館（指定管理）（所蔵品リストへの登録について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　交通科学館が平成３１年２月２７日に取得した自動車の模型２点（取得価額は
合計３１千円），平成３１年３月１３日に取得した鉄道模型２点（取得価額は合
計で６７６千円）は，展示されておらず，バックヤードに保管されている状態で
あり，「世界の乗り物」コーナーに展示する模型を管理するデータベースには登
録されていなかった。
　交通科学館の説明によれば，担当者が業務繁忙のため，納品日から半年以上が
経過してもデータベースに登録していないとのことであった。
　交通科学館はデータベース運用に関するルールを明確にし，データベースに登
録すべき模型を取得した場合には，速やかに登録を行うよう努められたい。

　監査の意見を受けて，未登録の模型について速
やかにデータベースに登録するとともに，今後の
データベース運用に関するルールを検討するよ
う，指定管理者に指導した。
　その結果，意見のあった自動車の模型２点，鉄
道模型２点に加え，平成３０年度に取得した自動
車の模型５点について，令和２年５月にデータ
ベースに登録した。また，今後は，取得した模型
について速やかに登録の準備を進め，取得後６か
月以内にデータベースに登録することとした。

広島市監査告示第２号　

令和３年５月１９日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき，次のとおり告示します。

監査告示 広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　八　條　範　彦　

同　　　　　　　大　野　耕　平　

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所
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２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

　　令和３年５月１９日から令和４年３月３１日まで



広島市監査告示第３号　

令和３年７月２８日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき，次のとおり告示します。

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

　　令和３年７月２８日から令和４年３月３１日まで

氏名 住所

柴田　俊平 広島県東広島市

氏名 住所

芦立　祐嗣
広島県東広島市






